
№ 質問者 質問・意見 回答 担当部

1 暁町西 ･

・

今回身分の見直しはどういうきっかけで、なぜ行
われるのか。

身分が変わることで、公区長には今までと変わる
取り組みが求めらるのか。

･

・

各地方公共団体における非常勤職員等の任用・勤
務条件等に関する取扱いが様々であることから、
統一的な取扱いを定め、制度の適切な運用を図る
ことを目的に地方公務員法が改正されたものであ
り、非常勤特別職の範囲が厳格化され、改正後の
非常勤特別職に公区長は該当しないとされたた
め、見直しを行うもの。

身分は変わるが、担っていただく役割は変わらな
い。また、これまでの報酬相当を交付金として交
付するが、支出にあたっては、公区長が指定する
口座に支払いをさせていただきたい。

住民福祉部

住民福祉部

・ 私人と身分が変わることで、従来は不可とされて
いた選挙活動の制限は可能になるのか。

・ 従来は「公務員としての公区長の地位を利用した
選挙活動」は禁止されていたが、今後は自由に行
うことが可能。

企画総務部

・ 今までは準公務員という制約が多い役職との認識
でいたが、今後はどうなるのか。説明を聞いた限
りではより担える人が限定されるようになってし
まうと受取けとるが。

・ 令和２年４月から非常勤特別職に該当する範囲
（職種）が限定され、公区長は該当しなくなると
いう説明をさせていただいた。
従来どおり、公区長に資格等は必要なく、「地域
住民の代表者」という要件のみに変わりはない。

住民福祉部

・ 公区内に21のステーションがあり、不分別等の苦
情にはその都度自分でも対応している。12月広報
掲載にも期待しているが、11月広報に掲載された
文字だけでの啓発では目に留まらないのでもっと
強調した記事にしてもらいたい。

・ （意見のみ。回答不要） 住民福祉部

・ 12月広報に合わせて、今回の資料を「公区内で回
覧できるようにする。」との説明だが、すごく分
かりやすいので、全戸に広報に折り込んで配布し
ては。

・ 回覧ではなく、全戸に配布します。 住民福祉部

№ 質問者 質問・意見 回答 担当部

6 北町１ ・ 災害が多くなり、公区でリヤカーなどの避難用の
備品を備えているが、避難所である札内北小に保
管する倉庫などを建設することはできないか相談
したい。

・ 施設側（学校部局）と協議させていただき、後日
の回答とさせていただきたい。

住民福祉部

（１）地方公務員法の改正に伴う公区長の身分の見直しについて

2 西町２

令和元年度　地区別公区長会議質疑応答

札内東地区　　令和元年11月11日(月)

3 中央町２

（２）ゴミの分別について

4 北町１

5 桜町中央

情報提供・その他質疑
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令和元年度　地区別公区長会議質疑応答

№ 質問者 質問・意見 回答 担当部

1 あかしや中
央

･

・

身分が変わって条例改正等が行われるかは分から
ないが、今後も同様に行政区を設けて、町長の補
助機関的な役割を担うのか。それとも変わるの
か。

公区運営費は公区の口座に、公区長報酬は個人の
口座に分けて交付されていたが、今後もこれまで
どおりなのか。

･

・

身分が変わることで、条例も今後改正が必要とな
るが、担っていただく役割はこれまで同様行政区
の代表として、行政区の運営、広報の配布等を
担っていただきたい。

従来の運営費交付金と従来の報酬相当を（仮称）
公区長活動交付金として区分し、あわせて公区運
営費交付金とするが、今までどおりそれぞれ公区
長の指定する口座に支出させていただきたい。

住民福祉部

住民福祉部

№ 質問者 質問・意見 回答 担当部

2 みずほ町 ・ 公区長として、地域の困りごとを相談しても丁寧
に対応していただいたので、町の職員には感謝し
ている。身分が変わる後においても同様に対応い
ただければありがたい。

・ （意見のみ。回答不要） 住民福祉部

3 若草町３ ･ 公区長の職務について、来年からは町の臨時職員
でなくなることは理解する。今後も職務は全く変
わらず、「公区長は公区内の状況把握に努め
る。」とされているが、従前から転入・転出の異
動者の情報は、本人の同意を得られた者のみが提
供されているが、同じ公務員である公区長に対し
ては、全ての異動情報を提供すべきでは。住民基
本台帳の閲覧から異動者を確認する作業は大変で
ある。

･ 公区長の「公区世帯員名簿の閲覧」（当該公区の
世帯全員）は、住民基本台帳法により、公益性が
高いものとして、申請に基づき可としている。
　しかし、転入・転出に限る「住民異動情報の提
供」は、特定の個人情報になるため、「本人の同
意」が得られたものしか提供できない現状の取り
扱いになる。
　今後も、住民の転入・転出の手続き時には窓口
で同意を得られるよう説明に努めていきたい。

住民福祉部

4 あかしや中
央

･ 自分の公区は20戸ほどなので異動状況の把握は容
易だが、あかしや団地など公営住宅などがある大
きな公区は転入・転出の把握は大変だと思う。個
人情報だと理解はするが、何らかの工夫はできる
はずなので、協力をお願いしたい。

･ 公営住宅においても個人情報の取扱いは基本的に
公区活動での取扱いと一緒になり、それを越える
扱いは難しい。ただ、出入りが多いのは事実なの
で、その取扱いをどのようにすれば良いかは検討
させていただきたい。
転入・転出時の窓口での手続き時には、区域の公
区長の連絡先等を提供し、町内会加入への理解と
連絡についてお願いしている。また、公営住宅を
含めた集合住宅にお住まいになる方々のために、
管理者に案内文書を配布いただくようにもお願い
している。今後も出来る限り、地域とつながりを
持ってもらえるよう町として協力していく。

建設部

住民福祉部

5 若草町３ ･ 道路雨水枡の詰まりの点検をお願いしたい。 ･ 了解した。 建設部

札内西地区　令和元年11月12日(火)

（１）地方公務員法の改正に伴う公区長の身分の見直しについて

情報提供・その他質疑
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令和元年度　地区別公区長会議質疑応答

№ 質問者 質問・意見 回答 担当部

1 途別 ・ 幕別はたらき隊について、今年は試験的とのこと
だが、援農隊では実際に畑で仕事された方はいた
のか。

・ 援農隊では10人の登録があり、長いも掘りや長い
も洗浄などで10人が実際に作業している。今後も
更に登録を増やしていきたい。

経済部

2 千住１ ・ 「小中一貫教育」の推進について、大賛成である
が、「小中高一貫教育」の考えは。

・ 幕別清陵高等学校が今年から新設校でのスタート
を切り、同時にＣＳ（コミュニティスクール）を
開始している。町では小中一貫教育をスタートし
たところなので、町として、当面はＣＳと小中一
貫教育を両輪で支えていくことで取り組んでい
る。ここ３年程度で小中の接続をしっかり位置づ
けてから、将来的に高校につなげていきたい。

教育部

札内農村地区　令和元年11月12日(火)

（３）幕別はたらき隊支援事業について

（４）幕別町の小中一貫教育、コミュニティ・スクールについて
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令和元年度　地区別公区長会議質疑応答

№ 質問者 質問・意見 回答 担当部

1 相川 ･ 従来より公区長が「神社の神札」を取り扱ってき
たが、今後の扱いはどうしたら良いか。

･ 公区長の皆様には、地方公務員としての公区長
と、加入者で組織する町内会長の役割の２面性が
あるが、今回の身分の変更にかかわらず、「神社
の神札」は公区長としての業務ではないため、町
内会長として取り扱うかどうかを個別に判断いた
だきたい。

住民福祉部

2 相川西 ･ 公区長は町からお願いされた公区内の業務を担
い、町内会は別物と認識している。仮に町内会が
公区に複数あった場合や公区をまたぐ町内会が存
在することが他の町ではあるとも聞いている。本
町にはそのような町内会はなく、公区長＝町内会
長となっているようであるが。
従来の報酬（今後は（仮）公区長活動交付金）の
受取りについて、仮に町内会が複数あった場合に
は、従来の報酬（今後は（仮）公区長活動交付
金）はどのように受取れば良いのか。公区長個人
への交付なのか、町内会会計への交付なのか、整
理して教えてもらいたい。

･ 従来どおりの公区口座にお支払いする公区の運営
費交付金と、従来公区長個人にお支払いしていた
報酬を今後は（仮称）公区長活動交付金として区
分し、合わせて公区運営費交付金として交付させ
ていただくもの。ただし、受取り口座については
交付金毎に公区長が指定していただくこととする
もの。
これまでは公区長報酬は個人の口座に支払ってい
ましたが、来年度以降も希望されれば（仮称）公
区長活動交付金を個人の口座にお支払いさせてい
ただくということになり、基本的には現行と変わ
らないものと考えている。
また、現在において本町では113公区は113町内会
であり、複数の町内会は存在していないことか
ら、今後そのような町内会が今後存在した場合に
は、地域の考えも聞かせていただきながらその都
度協議することになる。

住民福祉部

3 相川北 ･

・

地域のステーションについて、不分別ゴミがあれ
ば、有料袋に入れ替えたり、公区長が対応してき
た。今回の資料が12月号に折り込まれるというこ
とでいいのですね。

「ブラウン管テレビ」などは、以前のカレンダー
には処理の仕方が書いてあったが、今はどのよう
に処理したら良いのか。

･

・

家庭で分別が守られない方が多く、また、分から
ない方もいるので、12月号に全戸配布で同じもの
を配布することとした。

「ブラウン管テレビ」は家電リサイクル法対象製
品（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン）になり
町で収集できないゴミになり、自分で郵便局でリ
サイクル券を購入して、集荷場所まで自身で運ぶ
か、搬送料を含んだ金額で家電販売業者にお願い
するかのいずれかの方法になる。

住民福祉部

住民福祉部

4 相川西 ･ ごみの分別方法は、市町村により異なっており、
本町のようにプラごみを洗って出すことには賛同
する。例えば札幌市は分別が少なかったり、住民
側からみると混乱してしまう。
住民にしっかりと分別を理解してもらえるよう取
り扱いを統一する検討を進めてもらいたい。

･ ゴミの分別方法は処理組合ごとに方法が異なって
おり、幕別地区と忠類地区では現在処理組合が異
なっているため一部分別方法が異なっている。幕
別地区は近隣13市町村で共同処理しているため同
じ分別方法となっている。

住民福祉部

5 相川西 ･ 本町の小中一貫教育は、学校教育法第１条に定め
る「義務教育学校」なのか。また「義務教育学
校」にすることについて、論議されてきたのか。

･ 学校教育法に定める「義務教育学校」は小中の９
年間の連携した教育について条例（規則）で位置
付けして進めるものであり、本町の小中一貫教育
は「義務教育学校」には該当しないものになる。
また、小中一貫教育に向けての協議は平成27年度
から「幕別町小中一貫教育推進構想」に基づき、
学校及び地域を含めた協議を進めながら本年度か
らスタートした。

教育部

幕別農村地区　令和元年11月13日(水)

（１）地方公務員法の改正に伴う公区長の身分の見直しについて

（４）幕別町の小中一貫教育、コミュニティ・スクールについて

（２）ゴミの分別について
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令和元年度　地区別公区長会議質疑応答

№ 質問者 質問・意見 回答 担当部

6 相川西 ･ 今年度からの防災無線の整備に関連して、「コ
ミュニティＦＭ」が有効と考えるが検討の中には
なかったのか。

･ 現在整備を検討している防災無線は電源が入って
いなくても情報伝達が可能な「プッシュ型」の機
器を選定している。「コミュニティＦＭ」を町で
開設する場合、許可を受けられる電波が弱いた
め、受信範囲が町の一部に限定されること、また
電源が入って（使用して）いる時しか受信できな
いことが最大の欠点になるため、「コミュニティ
ＦＭ」は町で整備する防災無線として選定してい
ない。また、「コミュニティＦＭ」からの情報伝
達は現在帯広市に２局あるＦＭ局と災害協定を締
結しているため、災害時にはスポットで情報発信
が可能としている。

住民福祉部

7 美川 ･ 今年開始したシカ柵設置補助について、今年実施
している地域の話しでは、資材のみの提供で設置
は地域が行うため大変だという話しを聞いた。
個人で畑に小規模に設置する場合の補助も検討し
てもらいたい。

･ 今年からシカ柵の設置事業を開始し、実際の手間
暇も町として実感している。また、個人への補助
は今後の検討とさせていただく。

経済部

情報提供・その他質疑
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令和元年度　地区別公区長会議質疑応答

№ 質問者 質問・意見 回答 担当部

1 新町 ･ 従来公区長個人に支払われていた報酬が運営費交
付金として今後は公区が指定する口座に入金され
ることについて再確認したい。

･ 従来の公区運営費交付金と公区長報酬（来年度は
（仮称）公区長活動交付金）を合算して公区運営
費交付金として交付いたしますが、それぞれの交
付金毎に公区長が指定していただく口座に支払う
こととなり、基本的な流れは従来どおりと理解い
ただきたい。

住民福祉部

2 旭町２ ･

・

条例における行政区長は町の補助機関としての立
場として活動していたが、今後はどのような位置
付けになるのか。

春の公区長会議においても担い手不足の問題が出
ていた。町では「今後の公区のあり方を考える」
と答えていたが、今後は私人が公区長の職を担う
ことになれば、更に担い手不足の懸念が続くので
は。

･

・

条例・規則は今後改正することになるが、来年度
以降の身分は公人たる地方公務員ではなく私人と
なり、行政区の区域内住民から推薦等で選ばれた
代表の方を公区長と位置づけ、公区長が行政区を
代表していただくこととしたい。

今回は地方公務員法の改正に伴い公人から私人へ
身分を変更するものであり、来年度以降も引き続
き「協働のまちづくり検討委員会」などで今後の
行政区のあり方等について検討していく必要があ
ると考えている。
町として公区長という公職を置かないという立場
をとりながらも、公区長の皆様の活動に対する報
酬見合い分を交付させていただくわけですけど、
これをずっとというわけではなく、他の自治体の
ような町内会（自治会）的な組織への移行といっ
た方向も含めて、今後皆さんのご意見をいただき
ながら検討を進めていきたい。

住民福祉部

住民福祉部

3 新町 ･ ゴミの不分別に地域的な傾向はあるのか。また、
回覧で個人のモラル頼みでなかなか改善されない
のであればもっと根本的な対応をしてはどうか。

･ 違反ごみは不分別シールにより不回収にして再分
別をお願いしている。特に集合住宅のゴミ集積所
に不分別が多い傾向がある。そこに対しては管理
会社を通じて指導を行っている。また、不分別の
ゴミから個人が特定できるものは個別に直接指導
を行っている。
12月号広報での全戸配布はこういう状況があると
いうことを全町民にお知らせして、少しでもゴミ
減量につなげていきたいとの思いで行うもの。

建設部

4 本町３ ･ 「プログラミング教育」への本町での取り組み状
況は。

･ 令和２年度からの小学校で実施に向けて、今年度
は指導する側になる教員に研修の機会を提供した
り、各学校において個別に外部講師を呼んだりし
て試行的に授業を実施している。なお、プログラ
ミングは単独の教科ではなく、教科横断的に思考
を取り入れるイメージで実施されるものになりま
す。

教育部

幕別市街地区　令和元年11月14日(木)

（４）幕別町の小中一貫教育、コミュニティ・スクールについて

（１）地方公務員法の改正に伴う公区長の身分の見直しについて

（２）ゴミの分別について
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令和元年度　地区別公区長会議質疑応答

№ 質問者 質問・意見 回答 担当部

1 忠類白銀町 ･

・

・

報酬⇒運営費交付金への変更は今後ずっとという
ことか。

費用弁償は日当分が無くなるということか。

今回の地方公務員法の改正によって非常勤特別職
でなくなる職は他にあるのか。

･

・

・

来年４月から変更となるが、長年続いている現在
までの公区制が今後も望ましいのか、それとも他
市町村にあるような町内会（自治会）制度が望ま
しいのか、検討していく。

従来の650円の日帰り日当が無くなり、交通費の
みの支給になる。

非常勤特別職でなくなる職については、公区長の
他は交通安全指導員、樋門管理人が該当する。

住民福祉部

住民福祉部

企画総務部

№ 質問者 質問・意見 回答 担当部

2 忠類錦町 ･

・

本町の入り口にある古い建物（旧役場庁舎）につ
いて、今のままでは印象が悪いと思うが。
買取りの検討は。

･

・

現在は民間事業者の所有物であり、使用している
ので、町では関与できない。

例えば、まちづくり上で計画があれば検討するこ
とになるが、現状においてはない。

企画総務部

企画総務部

3 忠類幌内 ･ 忠類地域の防災無線について、現在のアナウンス
が早口で「お悔やみ」の氏名などが聞き取れない
ことがある。また、「クマ出没情報」も、もう少
し住民目線で聞き取りやすく、伝わる放送をお願
いしたい。

･ 聞き取りやすいように、緊急時には臨場感も伝わ
るような放送を心がける。

来年度導入の防災無線は忠類地域も更新の対象に
なり、音声データでの放送が基本になるため、臨
場感は難しいが、聞き取りやすい放送になる。た
だし、緊急時には従来どおりの音声の放送も可
能。

忠類総合支
所

防災環境課

4 忠類上忠類 ･

・

忠類地域の防災無線は、農林水産省の補助、次は
自治省（総務省）、現在のものも総務省の補助を
受けて導入したと聞いている。導入当初からの農
協からの放送を補助所管が変わっても継続しても
らいたい。

福寿駐車場の舗装について、現状のとおり相当傷
んできている。学童保育所から老人福祉施設まで
多世代の利用がある施設なので、いずれケガする
のではと懸念している。費用は掛るが整備を検討
していただきたい。

･

・

幕別地域では初めての導入になり、エリア区分も
可能なシステムになるので、どのような情報を放
送するかは現在検討している。また、忠類地域で
現在どのような情報を放送しているのかも把握し
適切な情報提供を行いたい。

状況は把握できているので、今後も整備に向けた
要望を継続していく。

企画総務部

忠類総合支
所

情報提供・その他質疑

忠類地区　令和元年11月14日(木)

（１）地方公務員法の改正に伴う公区長の身分の見直しについて
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